
給料表非該当者給料関連異動届
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(注） １．異動コードは、給与改定「３５」です。

２．処理区分は、取消し（報告事項の取消し）「１」、登録「２」、訂正（報告済み事項の訂正）「３」です。

３．組合員種別は、一般組合員「１０」、特別職（教育長を含む）「１１」、臨時職員（手当なし）「１３」、臨時職員（手当あり）「１４」、

　　労組専従者「１５」、市町村長「２０」、特定消防組合員「３０」、一般組合員（在職派遣職員）「７４」、継続長期組合員「７５」です。

　                （担当者名）

給 料 額

月 日

組合員
種　別

　　　令和　　　年　　　月　　　日

組合員証番号
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所属所記号
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区分

異　　　動

氏　　名

年

            熊本県市町村職員共済組合　様

                所属所名 


